
鳥取県女性活躍職場づくり助成金等事業（離職者雇用奨励金）実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、鳥取県女性活躍職場づくり助成金等事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第１４

条の規定に基づき、一般社団法人鳥取県経営者協会（以下「経営者協会」という。）が企業等における育児等

の理由により離職した女性の再就職の促進を図るため、当該企業等が実施する離職者雇用奨励金の交付に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（奨励金の支給） 

第２条 奨励金は、経営者協会が予算の範囲内において支給する。 

 

（支給要件） 

第３条 奨励金は、次に掲げる要件のいずれにも該当する企業等に支給する。 

（１）鳥取県輝く女性活躍パワーアップ企業登録要綱（平成２６年１１月５日伺定め）による登録を受けてい

ること。 

（２）同一の対象労働者について、同一の事由により県の補助金等の支給を受けていないこと又は受けようと

していないこと。 

（３）次に掲げる理由により離職した女性を、正社員（短時間勤務正社員を含む。以下同じ。）として新たに３

ヶ月以上雇用していること又は一旦非正規で雇用した後、正社員へ転換して３ヶ月以上経過していること。 

  ア 結婚、妊娠、出産、育児 

  イ 配偶者の転勤に伴う転居、県内への移住 

（４）対象労働者が過去、企業等に３年以上、雇用保険被保険者として雇用されていたものであり、離職日か

ら６ヶ月以上かつ１０年以内に正社員として雇用されたものであること。 

（５）過去にこの奨励金の交付を受けたことがない企業であること。 

（６）県税の滞納が無いこと。 

（７）暴力団もしくはその統制下の団体でないこと。 

 

（支給額） 

第４条 奨励金の支給額は、１企業あたり３００千円とする。 

 

（支給申請期間） 

第５条 奨励金の支給の申請は、対象労働者を正規雇用して３ヶ月経過する日の翌日から起算して６ヶ月以内

に行うものとする。 

 

（支給の申請方法） 

第６条 奨励金の支給を受けようとする者は、女性活躍職場づくり助成金等事業（離職者雇用奨励金）奨励金

支給申請書（様式第１号）に次の表に掲げる書類を添えて、毎年２月末日までに経営者協会に提出しなけれ

ばならないものとする。 

対象労働者が離職した理由 必要な書類 

結婚 ○過去に雇用保険被保険者として雇用されていたことを証明する書類

（雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し、退職証明書など） 

○新たに３ヶ月以上雇用していることを証明する書類（雇用保険資格取



得等確認通知書の写しなど） 

○住民票又は戸籍謄本（婚姻年月日のわかるもの） 

妊娠 ○過去に雇用保険被保険者として雇用されていたことを証明する書類

（雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し、退職証明書など） 

○新たに３ヶ月以上雇用していることを証明する書類（雇用保険資格取

得等確認通知書の写しなど） 

○母子手帳の写し 

出産、育児 ○過去に雇用保険被保険者として雇用されていたことを証明する書類

（雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し、退職証明書など） 

○新たに３ヶ月以上雇用していることを証明する書類（雇用保険資格取

得等確認通知書の写しなど） 

○母子手帳の写し（子の出産年月日のわかるもの） 

配偶者の転勤に伴う転居 ○過去に雇用保険被保険者として雇用されていたことを証明する書類

（雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し、退職証明書など） 

○新たに３ヶ月以上雇用していることを証明する書類（雇用保険資格取

得等確認通知書の写しなど） 

○本人及び配偶者の住民票（転居年月日のわかるもの） 

県内への移住 ○過去に雇用保険被保険者として雇用されていたことを証明する書類

（雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し、退職証明書など） 

○新たに３ヶ月以上雇用していることを証明する書類（雇用保険資格取

得等確認通知書の写しなど） 

○住民票（転居年月日のわかるもの） 

 

（支給の決定等） 

第７条 経営者協会は、奨励金支給申請について、本要領に基づき審査し、奨励金の支給又は不支給を決定す

るものとする。 

２ 経営者協会は、前項により奨励金の支給又は不支給を決定したときは、様式第２号により速やかにその内

容を当該申請者に通知するものとする。 

 

（奨励金の返還） 

第８条 経営者協会は、奨励金の支給を受けた企業等が、偽りその他の不正の行為によって支給を受けた場合

は、鳥取県女性活躍職場づくり助成金等事業（離職者雇用奨励金）奨励金支給決定取消・返還通知書（様式

第３号）により、当該申請者に対して支給決定した奨励金についての支給の決定を取り消し、返還させる旨

の通知を行うものとする。 

 

   附 則 

 この要領は、平成２７年９月２５日から適用する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成２８年４月１日から適用する。 

 

   附 則 



 この改正は、平成２９年４月１３日から施行し、平成２９年度実施事業から適用する。 

 


